
飲食店（飲食業）における化学物質労働災害について

～意外な化学物質災害について～

厚生労働省 佐賀労働局

佐 賀 労働基準監督署

唐 津 労働基準監督署

武 雄 労働基準監督署

伊万里労働基準監督署

第１回 令和８年６月25日（木） 9：30～11：00

第２回 令和８年６月25日（木）14：30～16：00

第３回 令和８年６月29日（月） 9：30～11：00

第４回 令和８年６月29日（月）14：30～16：00



〜小売業・飲食店における化学物質による労働災害〜

小売業や飲食店において、化学物質による労働災害が増
加しています。

→うちは、化学物質は使っていないけど...

実は、こんな場面で化学物質による労働災害が発生中。



〜小売業・飲食店における化学物質による労働災害事例〜

ケース1 塩素ガス中毒 〜トイレ清掃中〜



〜小売業・飲食店における化学物質による労働災害事例〜

ケース2 カビ取り用洗剤を使用中の次亜塩素酸ナトリウム中毒



〜小売業・飲食店における化学物質による労働災害事例〜

ケース3 漂白液の容器を開けようとしたときに液がはねて顔に

・発生状況
厨房内洗い場で、漂白液（次亜塩素酸ナトリウム）の
容器の栓を外そうとしたところ、液がはねて右目をば
く露し、薬傷を負った。

・原因
急いで栓を開けようとしたこと。
保護メガネを着用していなかったこと。

・対策
保護メガネを着用すること。



〜小売業・飲食店における化学物質による労働災害事例〜

ケース4 一酸化炭素中毒



化学物質の管理について

労働安全衛生法の政省令改正により、令和6年4月から化学物質管理が変わります︕



化学物質関連の災害について

合計R6R5R4R3R2R元H30H29H28H27
【年】

【事故の型】

4,185 470463 442 408 430 404 397 409 369 393 有害物との接触

3683849 34 34 34 35 39 39 32 34 爆発

429 3630 36 30 34 95 41 30 56 41 火災

4,982 544542 512 472 498 534 477 478 457 468 合計



化学物質関連の災害について
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「有害物等との接触」により生じた労働災害（令和元年〜令和3年 全国）



化学物質関連の災害について
起因物

タンク洗浄用の液体アルカリ洗剤の移し替え中に、跳ねた洗剤が手
にかかり受傷した。
機械洗浄の際に苛性ソーダをホースでかけていたところ、長靴内部
に入り受傷した。
高熱の製造機械を冷まさないまま洗浄剤を投入したため、熱によっ
てはじけ飛んだ薬剤が長靴の中に入り火傷した。

99

21
13 6 5

18

0

20

40

60

80

100

被災時の作業内容



８割以上が特別規制
対象外の物質による
もの

化学物質関連の災害について



管理使用
困難物質

新たな化学物質規制の概要
（限られた数の）特定の化学物質に対して
（特別則で）個別具体的な規制を行う方式

特別則で未規制の物質
を主眼として

危険性・有害性が認められたすべての物質を
対象として、以下を事業者に求める。
・ばく露を最小限とする
・国が定める濃度基準値がある物質は、
ばく露が濃度基準値を下回る

・これらを達成するための手段について
は、リスクアセスメントの結果に基づき、
事業者が適切に選択する



名称等の表示・通知対象物質の追加
R8.4.1追加R7.4.1追加R6.4.1追加改正前
約850物質約700物質234物質674物質ラベル・SDS・RA対象物質

急性毒性、生殖細胞変異原性、
発がん性、生殖毒性のいずれかが
区分１のもの

左記以外のいずれかの
有害性区分で区分１
のもの

区分１となる有害性
区分がないもの



法改正の対象外

医薬品、医薬部外品、
化粧品など 農薬 工具、部品等の成形品 対象物が密閉されてい

るもの（電池等）

一般消費者向けに提供される食品

名称等の表示・通知対象物質の追加

家庭用品品質表示法による表示があるもの



製品のラベルだけを見てもよくわからない...

この製品の中にどんな物質が入っていて、
どんな危険があるかわからない…

安全データシート（SDS）を確認しよう︕︕



安全データシート（SDS）とは
 SDS（Safety Data Sheet︓安全データシート）とは、危険・有害性のおそれがある化学物質を含む製品

をほかの事業者に提供する際、その製品の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書。

 化学物質及び化学物質を含んだ製品に起因する予見可能なリスクを、製造や取り扱うすべての関係者に周知
し、人の健康及び環境に対する災害・事故を未然に防止することを目的としている。

製造
メーカー

輸送事業者

原料
メーカー

小売事業者



SDSについて
1．化学品及び会社情報
２．危険有害性の要約
３．組成及び成分情報
４．応急措置
５．火災時の措置
６．漏出時の措置
７．取り扱い及び保管上の措置
８．ばく露防止及び保護措置
９．物理的及び化学的性質
１０．安定性及び反応性
１１．有害性情報
１２．環境影響情報
１３．廃棄上の注意
１４．輸送上の注意
１５．適用法令
１６．その他の情報



SDSについて
２．危険有害性の要約

GHSにおける危険有害性がある場合

区分１ 区分２ 区分３ 区分４

ピクトグラム

(区分５)



SDSについて
２．危険有害性の要約

絵表示（ピクトグラム）︓万国共通のシンボルであり、世界中で使用されている



SDSについて
２．危険有害性の要約

 注意書き：
GHSにおける危険有害性があり、区分が付与さ
れている場合は注意書きが記載されている。

・安全対策
・応急措置
・保管
・廃棄

実際に化学品を取り扱う担当者及び作業者に
周知することが必要︕

化学品容器のラベル表示を
確認することも

災害防止対策の一つ︕

 危険有害性情報：
危険有害性クラスおよび区分に割り当てられた
注意点（リスク）。



SDSについて
３．組成及び成分情報

 省略名（「アルコール類」など）で記載されていることがある。
法規制に該当する物質は省略不可。

 CAS登録番号︓個々の化学物質に固有の識別番号。世界共通であり、成分名の表記ゆ
れにも対応できるため、各種データベースで使用されている。



SDSを入手しよう

安全データシートのことはわかったけど...

どこで安全データシートをもらえるの︖

・製造メーカーの公式サイトまたは問い合わせ
・取引している商社・販売会社に依頼する

※ 内容が更新される可能性もあるので、改訂日は最新のものか確認してください
保存方法は紙でもデータでもOK（取り扱う人が見れるようにしておいてください）



小分けして使いたいときは...

苛性ソーダ

水酸化ナトリウム

＜人体に及ぼす作用＞

安衛則第33条の２

化学物質を包装、別の容器に移し替え、又は
小分けにして保管する場合

物質の名称
人体に及ぼす作用

包装又は容器への表示、文書
の交付、作業場所への掲示、
確認できる機器の設置にて明
示すること。



皮膚等障害防止について
対応分類

保護具使用義務①皮膚障害等を起こすおそれのあることが明ら
かな化学物質を製造・取り扱う作業

保護具使用努力義務②皮膚障害等を起こすおそれがないことが明ら
かな化学物質以外を製造・取り扱う作業

着用不要①皮膚障害等を起こすおそれがないことが明ら
かな化学物質を製造・取り扱う作業

製品安全データシート（SDS)
××××××

１．化学物質及び会社情報
化学物質等の名称︓××××××
製品コード ︓◎◎◎
会社名 ︓〇〇〇(株)

２．危険有害性の要約
GHS分類
健康に対する有害性 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分１

眼に対する重篤な損傷性・目刺激性 区分１
呼吸器感作性 分類できない
皮膚感作性 区分１B

いずれかが区分１
＝皮膚障害を起こす
ことが明らかである

1210物質 （R7.2.26時点）

皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル 検索



管理体制の確立について
化学物質管理者
＜選任が必要な事業場＞
リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、譲渡・提供する事業場（業種・規模の要件なし）。
工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任。（出張先は不要）

化
学
物
質
管
理
者

〇
〇
〇
〇

専門講習の修了者（2日）リスクアセスメント対象物製造事業場

資格要件なし
（専門的講習の受講を推奨）

リスクアセスメント対象物製造事業場以外
の事業場（取り扱いのみ）

 化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理
 リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
 リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存

・リスクアセスメント結果
・リスクアセスメントに基づき講じた措置の内容
・ばく露の状況について労働者の意見聴取

 化学物質の自律的な管理に係る労働者への教育

1年を超えない期間
ごとに1回



管理体制の確立について
保護具着用管理責任者
＜選任が必要な事業場＞
リスクアセスメントの結果、ばく露防止措置として労働者に保護具を使用させる事業場
工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任。（出張先は不要）

保
護
具
着
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〇
〇
〇
〇

＜選任要件＞
①化学物質管理専門家
②作業環境管理専門家
③労働衛生コンサルタント
④第1種衛生管理者又は衛生工学衛生管理者
⑤有機・特化・鉛作業主任者
⑥安全衛生推進者
⑦保護具着用管理責任者講習を受講した者

 保護具の適正な選択
 労働者の保護具の適正な使用方法に関する教育
 保護具の保守管理に関する教育

※通達「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選
択、使用等について」「化学防護手袋の選択、使用等について」に留意



化学物質のリスクアセスメントについて
労働者がリスクアセスメント対象物質にばく露される程度を、最小限度とする。ばく露濃度基準
が定められている物質については、ばく露濃度基準値以下とする。

優先順位高 低

ばく露の程度を知るため、リスクアセスメントが必要︕

そもそもどの程度の低減措置が必要︖
ばく露濃度基準値は下回っている︖



化学物質のリスクアセスメントについて
＜法定のリスクアセスメント実施時期＞H28.6~（労働安全衛生法第57条の3）
①リスクアセスメント対象物を原材料等として新規採用、変更する時
②リスクアセスメント対象物の製造・取扱いに関する作業方法や手順を新規採用、変更する時
③リスクアセスメント対象物による危険性・有害性の情報が変更された時

対象物質によって生じる危険や健康障害等
の発生可能性と重篤度を考慮する方法

対象物質にさらされる程度（ばく露濃度等）
と対象物質の有害性の程度を考慮する方法

CREATE-SIMPLE

＜指針で定められたリスクアセスメント実施時期＞努力義務
①化学物質での労災発生など、過去のリスクアセスメント結果に問題がある場合
②前回のリスクアセスメントから一定期間経過し、設備の劣化や労働者の交代等が生じた場合
③取り扱い・製造を行う化学物質について、過去に一度もリスクアセスメントを実施していない場合



化学物質のリスクアセスメントについて
＜食料品製造業・飲食店＞

 設備の洗浄作業（移し替え作業等含む）
 苛性ソーダ投入洗浄作業

作業別マニュアル



化学物質のリスクアセスメントについて
【リスクアセスメント対象物以外の物質（努力義務）】
• 法第28条の２に基づくリスクアセスメントを実施

⇒ばく露を最小限度にするよう努めなければならない（安衛則第577条の３）

• 危険有害性を有する全ての化学品は努力義務の対象

• 一般消費者が購入可能な製品でも、業務用洗剤等のように業務に使用すること
が想定されている製品は義務対象

だが、見極めるのは難しい

⇒業務で使用する場合は対象と考えるべき︕



厚生労働省HP「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」

化学物質管理の法改正に関する通達、マニュアル、動画資料がまとめて掲載
されていますのでご活用ください。


